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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS S 0024:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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アクセシブルデザイン－住宅設備機器 

Accessible design- 

Accessibility requirements for housing equipment 

 

1 適用範囲 

この規格は，高齢者及び障害のある人を含めた日常生活に何らかの不便さを感じている人々が快適に生

活できるように，戸建て住宅及び集合住宅（以下，住宅という。）に設置する住宅設備機器（以下，設備機

器という。）の設計をする際の指針として留意すべき事項について規定する。設備機器としてインターホ

ン，ルームエアコンディショナ，ビルトイン機器及び温水洗浄便座など取付工事によって住宅及び設備機

器に設置される家電製品に適用する。ただし，テレビジョン，冷蔵庫，洗濯機，電話機，扇風機など単体

で使用され，利用者が意図的に移動させることができる家電製品には適用しない。配管又は配線には適用

しない。なお，ユーザー個々の症状，障害によって異なる特定のニーズの中には，この規格に記載の配慮

によって対応ができないものがある。 

この規格は，住宅の設計段階で設置する設備機器の選定においても活用可能である。 

注記 設備機器の設置の要否及び住宅のどの位置に設置するかは，建築設計の分野であり，この規格で

は規定していない。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS S 0011 高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活用製品における凸点及び凸バー 

JIS S 0013 アクセシブルデザイン－消費生活用製品の報知音 

JIS S 0015 アクセシブルデザイン－消費生活用製品の音声案内 

JIS S 0043 アクセシブルデザイン－視覚に障害のある人々が利用する取扱説明書の作成における配

慮事項 

JIS S 0052 高齢者・障害者配慮設計指針－触覚情報－触知図形の基本設計方法 

JIS T 0921 アクセシブルデザイン－標識，設備及び機器への点字の適用方法 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

  


